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▼募集内容／マスコットキャラクターのデザ

イン画・名前、その説明

▼応募条件／住所・年齢やプロ・アマを問わ

ず、１人当たり何点でも応募できます。た

だし、次の物を除きます。

▽応募者が著作権を持たない

▽ほかの作品と同一または類似している

▽公序良俗その他法令の定めに反する

▽第三者の権利を侵害している

▽ほかのコンテストなどに入賞した

▼作　　品／白地のＡ４用紙を縦長で使用し、

キャラクターを正面からとらえたカラーの

デザイン画（画材・色彩・技法は自由）

▼応募方法／２月１日（月）～３月１日（月）（消

印有効）に、作品裏面に応募用紙を添付の

上、持参または郵送（〒４９１－８５０１　一宮庁

舎企画政策課）

▼応募用紙／２月１日（月）から一宮・尾西・木

曽川庁舎、出張所などの市の施設で配布（市

ホームページからダウンロード可）

▼ 　賞　　／最優秀賞＝１点（賞状・賞金１０万

円）、優秀賞＝２点（賞状・賞金各１万円）

　※中学生以下が入賞した場合は、賞金同額

分の図書カード

▼選考方法／

①専門家等を交えた選定委員会で入賞候補作

品を数点選定

②市内の保育園・幼稚園児、小中学生、イン

ターネットなどによるアンケートを実施

③アンケート結果を参考に、選定委員会で入

賞作品を決定

▼そ　の　他／応募作品は返却しません。結果

発表後に応募条件に違反していることが分

かった場合、入賞は無効です。第三者から権

利侵害などの損害賠償が提起された場合は、

応募者の責任と費用で解決してください。

　一宮市の魅力やさまざまな情報を発信するマスコットキャ

ラクターを募集します。子どもでも簡単に描けるようなシン

プルで親しみやすい物で、一宮市にふさわしく、着ぐるみや

ぬいぐるみなどにも利用できるデザインをお考えください。

親しみやすい

キャラクターを

考えてね！

▽最優秀作品を広報一宮、市ホームページ、各種印刷

物・ＰＲグッズ、着ぐるみなどに利用する予定です。

▽使用に当たり、キャラクターの名前・オリジナルデ

ザイン・色彩などを補作・修正する場合があります。

▽デジタルデータで作成した場合は、指定の方法でデ

ータを提出していただきます。

▽作品の著作権・使用権は一宮市に帰属します。

▽使用に当たり、入賞者は著作者人格権を行使しない

ものとします。

▽賞金以外の契約料や使用料の金銭的対価は支払いま

せん。

入賞作品の取り扱い

【問】企画政策課　（２８）８９５２
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